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「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山中」の開設について

岡山市では、平成２５年２月に岡山市の福祉施策とハローワーク岡山の就労支援施策を一体的に実

施することを目的に「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山」（岡山市北区）を開設したところです

が、今回、岡山市内で３番目の施設となる「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山中」を下記のとお

り開設しますのでお知らせします。

１ 開設の日時・場所

日時 平成２６年１０月１日（水） ８：３０～

場所 岡山市中区赤坂本町１１－４７ 岡山市中区福祉事務所内

２ 開設の目的

岡山市における生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住宅支援給付受給者等に対して、早期の

就労支援により有効な自立支援が行えるよう、岡山市の福祉施策とハローワーク岡山の就労支援施

策を一体的に実施することを目的に開設します。

３ 開設までの経緯

ハローワークについては、「アクション・プラン～出先機関の原則廃止に向けて」（平成２２年

１２月２８日閣議決定）に基づき地方自治体との一体的な実施を進めています。

岡山市では、厚生労働省職業安定局長に対して平成２４年５月２７日付けで「アクション・プラ

ンを実現するための提案」が行われ、平成２４年６月２２日付けで「提案を基本とし、事業を実施

するため準備を進めていく」との通知がありました。

これを受け平成２５年２月１日に岡山市北区鹿田町岡山市保健福祉会館１階に岡山市としては初

の一体的実施施設となる「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山」を開設したところですが、引き

続いて当該事業に取り組む意向が岡山市から示され、昨年１０月に岡山市内２番目の施設を南区南

福祉事務所内に開設したのに続き、今回３番目の施設として開設することになったものです。

今後も、岡山市・岡山労働局・ハローワーク岡山が緊密な連携の下、事業運営を進めていくこと

としています。

４ その他

一体的実施については、県下８例目であり、福祉事務所の建物内に一体的実施施設を設置するの

は岡山市南区南福祉事務所に続いて２例目となります。


